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●６月のお仕事カレンダー 

  ２日  

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7月 10日まで＞ ［労働基準監督署］ 

  １２日  

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ ［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付 ［郵便局または銀行］ 

  ３０日  

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 1期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 ［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［公共職業安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

●６月のＴＯＰＩＣ 

・新たな熱中症対策の義務化 

6月 1日に改正労働安全衛生規則が施行され、新たな熱中症対策が事業主に義務化されます。報告体制の整備と措

置内容・実施手順周知を行いましょう。 

●６月のアクション 

[1]労働保険の年度更新 

 7 月 10 日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。なお、特定法人（資本金が 1 億円超の会社等）につ

いては、労働保険申告書を電子申請で提出することが義務化されています。 

[2]住民税の改定対応 

毎年 6 月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター（住民税の額）を変更して、給与計算に備えて

おきましょう。 

[3]賞与支払届の提出 

賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より 5日以内に事業所所

在地を管轄する事務センター(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることにな

っています。なお、賞与支払届についても、労働保険の年度更新と同様、特定法人は電子申請義務化の対象となっ

ています。 

事 務 所 だ よ り 
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●労働基準法における「労働者」の判断基準 約 40年ぶりに見直しの議論 

◆研究会の目的 

 厚生労働省は５月１日に「第１回 労働基準法における「労働者」に関する研究会」を開催し、労働者性の判断

基準の在り方などの検討を開始しました。この研究会では、「労働基準関係法制研究会報告書（令和７年１月８

日公表）」において、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」（昭和 60 年）の作

成から約 40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じており、この間に積み重ねら

れた事例・裁判例等を分析・研究し、学説も踏まえながら見直しの検討をすることや、国際的な動向も視野に入

れながら総合的な研究を行うことの必要性について指摘がなされ、同省において専門的な研究の場を設けて総

合的な検討を行うべきこととされました。 

◆検討事項 

 この研究会では、次の事項について調査・検討を行うこととされています。 

① 労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究、プラットフォームワー

カーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析 

② 労働基準法上の労働者性の判断基準の在り方 

③ 新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策 

◆「労働者」の判断基準 

 現在、労働基準法上の「労働者」に当たるか否かについては、以下の２つの基準で判断されることとなっています。 

・ 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提

供しているかどうか 

・ 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか 

この２つの基準を総称して「使用従属性」と呼ばれています。 

近年、配達員やアイドル、劇団員、英会話講師等が労働者として認められる裁判例があり、この研究会の議論

により条件がどのように見直されるのか、今後の動向が注目されます。 

●改正労働安全衛生法が成立しました 

５月８日、衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。多様な人

材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、下記の措置を講ずるとされています。

施行日は、別に記載のあるものを除き、令和８年４月１日です。 
◆改正の概要 

 １．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、個人事業者等による災害の防止を図るため、 

① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の

強化など）を定め、併せてＩＬＯ第 155 号条約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する

条約）の履行に必要な整備を行う。〔一部は令和９年４月１日施行〕 

② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定

める。〔一部は令和９年１月１日、同４月１日施行〕 

２．職場のメンタルヘルス対策の推進〔公布後３年以内に政令で定める日施行〕 

ストレスチェックについて、労働者数 50人未満の事業場についても実施を義務化。 

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進 

① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。〔公布後

５年以内に政令で定める日施行〕 

② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等

の通知を認める。 
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③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切

な実施の担保を図る。〔令和８年 10月１日施行〕 

４．機械等による労働災害の防止の促進等 

① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録

機関が実施できる範囲を拡大。 

② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準

への遵守義務を課す。〔令和８年１月１日施行〕 

５．高齢者の労働災害防止の推進 

高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針

を公表。 等 

●令和７年度労働保険の年度更新について 

◆期 間 

令和７年度の期間は６月２日（月）～７月 10 日（木）です。申告書は５月末頃に送付される予定ですので、そろ

そろ準備にかかりましょう。既に、厚生労働省ホームページにはパンフレットや解説動画などが掲載されています

（確定保険料の算定に使用する計算支援ツールは更新準備中）。 

 コールセンター（電話番号：0120-256-376）は、５月 29日（木）～７月 18日（金）で設置され、９時から 17時まで

土・日・祝日を除き対応してくれます。 

◆実務における注意点 

パンフレットに掲載されているチェックポイントから、主なものをピックアップします。 

・ 通勤手当等の交通費（非課税分、現物支給の定期代等を含む）の算入漏れはありませんか？ 

・ パート・アルバイトなど短時間労働者の賃金の算入漏れはありませんか？ 

・ 事業の代表者や法人の役員への役員報酬を誤算入していませんか？ 

・ 賃金総額について、1,000円未満は切り捨てられていますか？ 

・ 保険料・一般拠出金額について、１円未満は切り捨てられていますか？ 

・ 各労働者について、雇用保険の加入漏れはありませんか？ 

◆効率的に手続きをしたいなら電子申請 

年度更新の書類は項目が多いため記入漏れや記入ミスが心配ですが、電子申請では入力チェック機能や自

動計算機能のあるシステムで手続きを行うため、ミスを防げます。 

 また、前年度の情報を取り込んで書類を作成できるので作成に要する時間も短縮でき、混み合う窓口で長時間

待たされることがありません。 

●改めて確認したい年休５日の取得義務 

1 年に 10 日以上の年次有給休暇（以下、「年休」という）が付与される従業員には、付与された年 休の日数

のうち 5 日は会社が時季を指定することなどにより、取得させることが義務とされてい ます。以下では、この 1 年に

5 日の年休を取得させることが求められる従業員（以下、「年休取得 義務対象者」という）と、年休取得義務

への対応において迷いやすい事例を確認します。 

◆年休取得義務対象者 

  年休取得義務対象者とは、1 年に 10 日以上の年休が付与される従業員のことです。所定労働日数が少ない

パートタイマーなど、1年における付与日数が 10日未満の従業員は、年休取得 義務対象者にはなりません。     

なお、週所定労働日数が 3 日以上の場合には、勤続年数によって 10 日以上の年休が付与されることから、

年休取得義務対象者になります。 

◆判断に迷う事例 

  年休取得義務対象者とは 以下では、判断に迷う事例として、育児休業者、退職予定者、管理監督者の 3 つ
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の事例をとり上げます。 

 ［育児休業者］   

年休は労働日に取得することができ、また取得させるものですが、育児休業は、休業を申し出た期間について労

働義務が免除されます。そのため、年休の付与日以前から育児休業をしていて、付与日から 1 年間のすべてが

育児休業となっていた場合は、そもそも労働日がなく、年休を取得させることができないため、5 日を取得させて

いないとしても法違反に問われません。ただし、付与日から 1 年経過する途中に育児休業から復帰した従業員

は、年休取得義務対象者となります。この際、復帰後、付与日から 1 年経過する日までにある労働日が 5 日より

少なく、1年 5日の年休を取得させることができないときは、取得させていなくてもやむを得ないと判断されます。 

 ［退職予定者］  

付与日から 1年経過する日よりも前に退職する従業員についても、退職日までに 1年に 5日の 年休を取得させ

る義務があります。そのため、退職日までに 5 日の年休を取得できるように調整が必要です。 なお、突然の退職

により取得させることができなかった場合は、労働基準監督署の調査等では、個別の事情を踏まえた上で、事業

主に丁寧に助言等が行われることになっています。 

 ［管理監督者］   

管理監督者も労働者であり、年休取得義務対象者に含まれます。日常的に多忙で年休を取 得する余裕がない

という管理監督者の声を耳にすることがありますが、取得義務の期限が迫り、年休の取得をすることで業務に支

障を来すことがないように、計画的に取得できるような工夫が必要です。 

年休の管理として、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3 年間保存する義務が事業 主にあります。

管理簿をつけるとともに、取得日数を定期的に確認する運用が求められます。 

 

●確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除 

出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業 は、女性の育

児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、 注意すべき点があります。

以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認 します。 

◆月額給与の社会保険料免除 

［月末に育休を取得］ 

育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育

児休業を取得している月の社会保険料が免除となります （例 1参照）。 

［月中に 14日以上の育休を取得］ 

月末に育児休業を取得していないものの、育児休業の開始日が含まれる月に 14日以

上の育児休業を取得した場合にも当該月の社会保険料が免除となります（例 2参照）。 

これはあくまでも、育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合を対象として

います。育児休業の開始日が前月であり、終了日が属する月に 14 日以上の育児休

業を取得していたとしても、育児休業の終了日が属する月の社会保険料は免除の対

象になりません（例 3 参照）。 

◆賞与の社会保険料免除 

 賞与に係る社会保険料は、連続した 1 ヶ月を 超える育児休業を取得した場合に免除されます。 免除の対象

は、月末に育児休業を取得している月に支給される賞与です。賞与を支給したときは賞与支払届により、被保険

者ごとに支給した額を届け出る必要があります。育児休業を取得することで社会保険料が免除になるときも、 賞

与を支給したのであれば賞与支払届に記入して届け出る必要があります。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
＜編集後記＞今月初旬、サザンオールスターズのライブで札幌まで行ってきました。デビュー以来４７年間ずっと大ファン。今回のツアーは大阪、神戸はもちろん、沖縄、

広島、香川など山盛りエントリーして全部当たったらどうしようかと余計な心配をしていたところ、唯一の当選が北海道でした。。。ツアー名は「Thank You So Much!」。

ありがとうはこちらこそ。新しいアルバムを引っ提げてのライブ、新旧感動の曲がこれでもかと演奏される圧巻のステージ、６９歳の桑田さんは衰えるどころか、ますます

パワーアップされてました。サザンオールスターズというバンドと同じ時代に生きられて、Thank You So Much!な１日でした。  特定社会保険労務士 人見 亜希子 


